
　プレス発表

平成１４年度における特定商取引法執行状況及び消費者相談について

平成１５年５月

経 済 産 業 省
消 費 経 済 部

【概要】

１． 平成１４年度において、特定商取引法に基づき経済産業省が行政処分を行った

件数は、指示７件、業務停止命令２件で合計９件でした。また、都道府県にお

ける処分件数は１６件となっており、経済産業省及び都道府県の処分件数の合

計２５件は過去最高となっています。（別紙１）

２． 平成１４年度における消費者相談件数は、１４，４０７件で、このうち、契約

関係の相談が全体の７３．７％を占めています。契約関係の相談を取引類型別

にみると、訪問販売が最も多く（契約関係のうち２０．０％）、次いで通信販

売（同１７．７％）、業務提供誘引販売取引（同１２．９％）となっています。

（別紙２）

○ 問い合わせ先
１．特定商取引法執行状況について
 経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済対策課
 　　　 山下　　　 関
         電話（代表） 03－3501－1511（内線 4291）

２．消費者相談件数について
 経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済対策課消費者相談室
　　　　吉田　　　齋藤
         電話（代表）　03－3501－1511（内線 4298）



（別紙１）

平成１４年度における特定商取引法の執行状況

１．特定商取引法違反に係る行政処分件数の推移

  平成１４年度において、経済産業省が特定商取引に関する法律（特定商取引法）
に違反する事実があると認定して行政処分を行った件数は、業務の改善を命ずる

「指示」が７件、「業務停止命令」が２件、合計で９件でした。また、都道府県が

平成１４年度に行った行政処分の件数は、１６件に上っており、都道府県において

も近年、特定商取引法の執行に積極的に取り組んでいます。

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 　14年度 合計

　　行　政　処　分 2 8 13 8 4 20 25 80

　 指　示 2 7 12 6 0 12 7 46経
済
産
業
省
　業務停止
　  命令

0 1 0 0 0 1 2 4

　
　

　
　
都
道
府
県

　 指　示 0 0 1
（東京１）

2
（静岡２）

4
（静岡３）
（長崎１）

7
（静岡３）
（東京３）
（宮城１）

16
（東京９）
（静岡４）
（山梨１）
（新潟１）
（神奈川１）

30
（東京１３）
（静岡１２）
（長崎　１）
（宮城　１）
（山梨　１）
（新潟　１）
（神奈川１）

報告徴収
（経済産業省分）

4 16 21 8 47 58 125 279

警告メール
(注)（ﾈｯﾄ上での違反
　　のおそれのある
広告に対する
　　　警告ﾒｰﾙ等）

- - 196 1,497 634 10,271 6,881 19,479

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の
広告ｻｲﾄ

- - 196 1,497 634 9,127 3,197 14,651

　　いわゆる
迷惑メール

- - - - - 1,144 3,684 4,828

（注）ネット上での広告に対する警告メールについて

　　　いわゆるインターネット通販サイトについては、平成１０年度から、また、いわゆる

迷惑メールについては、平成１４年２月から、それぞれ広告のモニタリングを行い、特

定商取引法の広告表示規制に違反しているおそれのあるものについては、警告メール等

を送付している。



２．経済産業省による平成１４年度の行政処分事例

(1)  経済産業省が平成１４年度において行政処分を行った事例の概要は、別表の
とおりです。

(2)　 取引類型別の内訳をみると、指示を行った７件は、訪問販売が１件（事例
５）、特定継続的役務提供が１件（事例１）、業務提供誘引販売取引が５件（事

例２～４、８、９）となっています。業務停止命令を行った２件は、通信販売

が１件（事例７）、業務提供誘引販売取引が１件（事例６）となっています。

(3) 　事例の特徴をみると、近年の厳しい雇用環境を反映して、いわゆる資格商
法（事例７）や、内職商法についての事例（事例２～４、６、８、９）が目立

っています。

　   また、最近、若年層を対象に異性の販売員が販売目的を告げずに自宅から呼
び出した上で、高額の商品を販売するトラブルが消費者からの苦情として多く

みられますが、処分事例の中にも、こうした消費者トラブルと関連する事例が

あります（事例５）。

   

３．　経済産業省では、都道府県等関係機関との連携を図りつつ、今後とも特定商

取引法の一層の厳正な執行を行っていくこととしています。



（別表）
平成１４年度において特定商取引法に基づき行政処分を行った事例

処分内容 事業者概要 関係法条 違反事実の概要
担当部局

指 示 特定継続的 条 項 ① 契約の概要を記載した書面において、事業者42 1
役務提供事業者 の正式名称及び代表者氏名を記載していなかっ（ ）14.4.22 （概要書面交付義務

事 －家庭教師派遣 た。違反）

・教材販売－ 条 項 ② 解約内容を明らかにした書面において、事業42 2
例 者の正式名称及び代表者氏名等が記載されてい（契約書面交付義務

（広島県所在） なかった。違反）

１ 条 ③ 新聞折込広告において、講師及び生徒の名前43
〔中国局〕 を挙げ「○○先生」により「××△△さん」が（誇大広告）

指導を受けた実例として実績データを示してい
るが、当該講師及び生徒は実在しなかった。

条 号 ④ 契約の解除（いわゆるクーリング・オフ）を46 1
した消費者から支払済みの金銭の返還請求を受（債務の履行拒否）

。けたにもかかわらず返還に応じないてなかった

指 示 業務提供誘引 条 項 ① パソコン検定に合格したらホームページ作成52 1
販売業者 の仕事を紹介するので、検定試験対策用のＣＤ（ ）14.5.21 （不実告知）

事 －ＲＯＭを購入するよう勧める電話による勧誘
（北海道所在） に際して 「先ほど教材の申込みをしましたね。、

例 ＣＤ－ＲＯＭの作成もあるし、もうこれからは
解約することはできません 」等解約を妨げる。

２ ため事実に反することを告げていた。
北海道局 条 項 ② 業務提供誘引販売業の概要を記載した書面に〔 〕 55 1

おいて、契約解除に関する事項、抗弁権の接続（概要書面交付義務

に関する事項等が記載されていなかった。違反）

条 項 ③ 契約内容を明らかにする書面において、契約55 2
解除（クーリング・オフ）できる期間を８日間（契約書面交付義務

と記載していた（業務提供誘引販売取引につい違反）

ては、実際のクーリングオフできる期間は２０
日間 。。）

指 示 ㈱ﾒｲｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ 条１項 ① 新聞折込広告において、業務の提供を受ける53
ための組織に入会し（会員登録 、認定試験を（ ）広告表示義務違反 ）

事 業務提供誘引 受ける必要があるといった業務の提供条件、業（ ）14.7.19
販売業者 務提供利益の指標の根拠等が記載されていな

例 かった。
（東京所在） 条 ② 実際には５万円以上の報酬を得ている者はほ54

３ とんどいないにもかかわらず、新聞折込広告中（誇大広告）

に 「月額 未経験者 ５万円～可能 「月額、 」・・・
経験者 １０万円～可能」等と表示していた。・・・

条１項 ③ 業務提供誘引販売業の概要について記載した55
書面において、契約の解除に関する事項が記載（概要書面交付義務

されていなかった。違反）

条２項 ④ 契約内容を明らかにした書面において、契約55
の解除に関する事項が記載されていないほか、（契約書面交付義務

〔本 省〕 業務の提供を受けるためには、会員登録、認定違反）

試験を受ける必要があること等業務の提供条件
が記載されていなかった。

条１項 ⑤ 勧誘用のリーフレット等に、架空の人物を用52
いて業務の提供を受けた者の体験談を記載して（不実告知）

いた。また、報酬について、実際には１か月あ
たり２万円未満の者がほとんどを占め、かつ、
その大半は１万円未満の者であるにもかかわら
ず、同書面において、１ヶ月の収入の階層別割
合について「８万円以上 ４０％、６～８万円
３７％、２～６万円 ２０％、１～２万円
３％」などと記載していた。



処分内容 事業者概要 関係法条 違反事実の概要
担当部局

指 示 ㈱ﾏｲﾝ 条１項 ① 新聞折込広告等において、業務をあっせんす53
( ) る回数、業務提供利益の指標の根拠等が記載さ14.7.18 （広告表示義務違反)

事 業務提供誘引 れていなかった。
販売業者 条 ② 同社が平成１４年３月４日までに推薦した在54

例 宅ワーカーは、実際には、累計で１９０名にと（誇大広告）

（東京都所在） どまっているにもかかわらず 広告中に在宅ワー、
。カーのスタッフ数を２０６９名と表示していた

４ 条１項 ③ 業務提供誘引販売業の概要を記載した書面に55
おいて、業務をあっせんする回数等が記載され（概要書面交付義務

ていないなかった。違反）

条２項 ④ 契約内容を明らかにする書面において、業務55
をあっせんする回数等が記載されていない。（契約書面交付義務

違反）

条１項 ⑤ 実際には、同社が在宅スタッフとして推薦を52
した者は１９０名にとどまっているにもかかわ（不実告知・重要

らず、勧誘用のパンフレットに 「当社卒業の事項の不告知） 、
在宅スタフは１，３００名以上 」等との記載。
をしていた。また、架空の人物や別の企業と研

〔本 省〕 修契約を締結した者をパンフレットの中で紹介
して、業務によって得られる報酬の水準を示し
ていた さらに 同社が推薦をした在宅ワーカー。 、
の数が研修契約をした者の数に比べ著しく少な
いにもかかわらず、その旨を記載していなかっ
た。

条２号 ⑥ 同社が研修契約をした者の数に比べ、実際に56
同社が推薦し、業務の発注を受けた者は著しく（断定的判断の提供)

少ないにもかかわらず、勧誘用のパンフレット
の中では、確実に仕事が得られ、安定した収入
が得られる旨を記載し、利益が生ずることが確
実であると誤解させるような断定的判断を提供
して勧誘していた。

指 示 訪問販売業者 条 号、 ① 異性の販売員が電話をかけ、ホテルでの展示7 3
（大阪府所在） 会場に連れていき、 や美容器具の販売（迷惑勧誘） CD-ROM

事 ( ) について長時間にわたって執拗に勧誘した。14.8.22
、6 2条 項 ② 勧誘をする女性販売員とは別の男性販売員が

例 （いわゆる 「お前が契約せんかったら、この女（女性販売（威迫・困惑）

デート商法） 員）がどうなってもええんか。おれがなにして
５ もいいんか 」などと言い、売買契約を締結さ。

せるため、消費者を威迫して困惑させた。
〔四国局〕 条 号、 ③ 消費者に対し契約書面に、実際は勤続年数等7 3

について虚偽の記載をさせた。（虚偽の記載をさせ

る行為）

業務提供誘 ㈱マイン 平成１４年７月１８日付けの指示（事例４）を
引販売取引 （東京都所在） 受けたにもかかわらず、次の行為を行っていたこ

事 の一部停止 とから、業務提供誘引販売業務の一部停止を命じ
命令 業務提供誘引販売 た。

例 １か月間 取引業者 条第１項 ① ＦＡＸにより送付した広告において 「在宅（ ） 、53
スタッフ登録された方には固定給制度を全員適（ ）広告表示義務違反

６ ( ) 用！」等として「年額３６万円」等と表示して14.10.8
いるが、実際には収入を得るためには、同社と
契約をした後、スキルチェックに合格すること
等が必要であり、当該業務の提供条件、収入の
根拠について適切な表示をしていなかった。

条 ② 実際には、１４，６９３名の者に広告を配布54
〔本 省〕 しているにもかかわらず 「２５０名様だけに（誇大広告） 、

お届けする特別なご案内です 「９月度前期。」、
生〈各コース１５名 「先着順の限定人数の〉」、
ため、満員の場合はご容赦ください 」等と表。
示して、あたかも、ＦＡＸを２５０名のみに送
付し、受け取った者のみが特別割引を受け得る
地位を有するかのように表示し、また早く申し
込んだ１５名の者が固定給の在宅スタッフとな
れるかのような表示をしていた。



処分内容 事業者概要 関係法条 違反事実の概要
担当部局

通信販売に 電気事業連合協会 平成１３年１０月１８日付けで誇大広告の禁止
関する業務 こと島中 順行 違反、広告表示義務違反により指示を受けたにも

事 の一部停止 かかわらず次の行為を行っていたため、通信販売
命令 通信販売業者 に関する業務の一部停止命令を行った。

例 （ 日間） －資格講座－ 条 ① 電気事業連合協会の通称を用いて、消費者に14 12
対し広告（はがき）を送付し、当該広告中にお（誇大広告）

７ （大阪市所在） いて、講座を受ければ国家資格が取得できるか（ ）14.12.11
のような表示等をしていた。

〔近畿局〕 条 項 ② 広告中に、氏名、役務の対価等を表示してお11 1
らず、また、住所について虚偽の住所を記載し（ ）広告表示義務違反

ていた。

指 示 ㈱メディアタイム 条 項 ① パンフレット中で 「毎月の平均収入約４～52 1 、
（ ） ５万円」などと、架空の在宅ワークの体験談を15.1.31 （不実告知・重要事

事 業務提供誘引販売 掲載していた。また、実際には毎月の収入が６項の不告知）
業者 万円を超えた者はおらず、ほとんどの者が２万

例 円未満であるにもかかわらず 「１～２万円、
（東京都所在） ６％、２～６万円３４％、６～８万円４２％、

８ ８万円以上 １８％」と記載していた。
、 。54 条 ② 雑誌広告中に 架空の体験談を掲載していた

（誇大広告）
条 号 ③ 電話による勧誘の際に、在宅ワーカーの平均56 2

月収について、具体的な根拠がないにもかかわ（ ）断定的判断の提供
〔本 省〕 らず 「最低でも５～６万円になることは保証、

します 」等と利益が生ずることが確実である。
と誤解させるような断定的判断を提供して勧誘
していた。

条 項 ④ 雑誌やインターネット上の広告において、商53 1
品の種類、購入金額、あっせんする業務の内容（ ）広告表示義務違反
及び量等の業務の提供条件等を表示していな

条 項 かった。55 1
⑤ 業務提供誘引販売業の概要を記載した書面（概要書面交付義務
に、業務のあっせん条件を正確かつ十分に記載違反）

条 項 していなかった。55 2
⑥ 契約の締結後、契約の内容を明らかにする（契約書面交付義務
書面を交付していなかった。違反）

指 示 ㈱アクセスコア 条 項 ① パンフレット中で 「毎月の平均収入／約５52 1 、
（ ） ～６万円」など、架空の在宅ワークの体験談を15.1.31 （不実告知・重要事

事 業務提供誘引販売 掲載していた。項の不告知）
、 。業者 条 ② 雑誌広告中に 架空の体験談を掲載していた54

（誇大広告）例
（東京都所在） 条 号 ③ 電話による勧誘の際に、在宅ワーカーの平均56 2

９ 月収について、具体的な根拠がないにもかかわ（ ）断定的判断の提供
らず 「報酬は、最低でも５万円は稼げます 」、 。
「１日２時間、週４、５日働くだけで、５万円

〔本 省〕 の収入となります」等と利益が生ずることが確
実であると誤解させるような断定的判断を提供
して勧誘していた。

条 項 ④ 新聞折込広告や雑誌の広告において、商品53 1
名、購入金額、業務の提供条件を表示していな（ ）広告表示義務違反

条 項 かった。55 1
⑤ 業務提供誘引販売業の概要を記載した書面（概要書面交付義務
に、業務の提供条件等を記載していなかった。違反）

条 項 ⑥ 契約内容を明らかにする書面に、業務の量、55 2
抗弁権の接続に関する事項等が記載されていな（契約書面交付義務
かった。違反）

（注）平成１４年２月１日以降に行われた特定商取引法違反の事実に係る指示については、事業者名を公表する
こととしたところ。なお、従前から、業務停止命令をした場合には、公表しなければならないものとされて
いる。



（別紙２）

平成１４年度の消費者相談（速報）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消費者相談処理件数について

（１）平成１４年度における消費者相談処理件数は、１４，４０７件でした。
消　費　者　相　談　処　理　件　数　表

                                                                  

事　　　　　　　　　項 平成１４年度件数（構成比）

契約関係   １０，６２２(73.7）

　割賦販売         ３９１( 2.7)

　前払割賦         ３５４( 2.5)

　訪問販売     ２，１２９(14.8)

　通信販売     １，８１３(12.6)

ネット通販（電子商取引）         ２２７( 1.6)

いわゆる迷惑メール         １７６( 1.2)

  電話勧誘販売 　  １，１３８( 7.9)

  連鎖販売取引等         ４６３( 3.2)

  特定継続的役務提供         ８７７( 6.1)

  業務提供誘引販売取引     １，３６９( 9.5)

  契約その他     ２，０８８(14.5)

製品関係 　　    ９２４( 6.4)

  品質性能         ２９６( 2.1)

  安全性         １３８( 1.0)

  サービス         ３４８( 2.4)

  表示         １０９( 0.8）

  規格           　６( 0.0）

  計量・価格           ２７( 0.2)

その他     ２，８６１(19.9)

計   １４，４０７(100.0)

   （注） ⅰ）件数は、速報値です。

　　　　　ⅱ）「前払割賦」は、前払式割賦販売及び前払式特定取引に関する相談を指します。

          ⅲ）「いわゆる迷惑メール」とは、商業広告の電子メールによる一方的な送り付けのこと

             を指します。

          ⅳ)「契約その他」とは、主に、先物取引や特定継続的役務提供に該当しない役務に関す

             る相談等をいいます。

　　　　　ⅴ）平成１４年度からは、本消費者相談処理件数表に独立行政法人製品評価技術基盤機構へ直接

　　　　　　　入った相談は含まれていません。

　    　 ⅵ）「その他」とは、当省の所管する法令又は物資に直接該当しない相談をいいます。



（２）相談の種類は、大きく「契約関係」と「製品関係」などに分かれます。このうち、
　　「契約関係」が全体の７３．７％を占めています。

（３）「契約関係」の１０，６２２件の相談を取引類型別に分けてみると、「訪問販売」（契
　　 約関係のうち２０．０％）が最も多く、次いで「通信販売」（同１７．１％）、「業務提
     供誘引販売取引」（同１２．９％）、が上位を占めています。

２．最近の相談事例と主な事例

（１）概要
　　　平成１４年度に受け付けた消費者相談事例の概要は、以下のとおりです。

① 訪問販売に係る相談では、高齢者や主婦に対し、居宅を訪問して、長時間居座って、
　屋根や外壁の修理、耐震工事などの高額な住宅リフォームの契約を結ばせたり、「柱
　が腐っている」、「水漏れして床下が湿っている」などと言って、害虫駆除の役務提供
　や床下換気扇などを販売する例が見られます。
　　また、特に若い方を対象に、電話、電子メールやはがきで相手を呼び出した上で絵
　画、アクセサリー、ビデオ、リゾート施設を安く利用できる会員権などを長時間にわ
　たって勧誘し購入させる例が見られます。

② 電話勧誘販売に係る相談では、あたかも公的な機関であるかのような名称を使って
　相手を信用させ「過去に取得しようとした資格がまだ終了していない。終了させるた
　めに手数料を払うように」とか「あなたへの電話勧誘をやめさせる」などと言って、
　契約を結ばせる例が見られます。

        また、叙勲を受けられた方や、公職にあった方などの高齢者を対象に、公的機関と
　　　まぎらわしい名称を用いて名簿や記念品等の勧誘をしたり、一方的に送りつけて購入
　　　を求める例も見られます。

③　業務提供誘引販売取引に係る相談では、「パソコン教材を購入して勉強し、業者
　の試験に合格すると仕事を紹介する」と勧誘されて契約したが、試験に合格しない、
　または、試験に合格しても、勧誘時に言われたほどの報酬が得られないという例が見
　られます。また、代理店になることを勧めて、業務に使うと言って高額な商品を買わ
　せるような例も見られます。

    ④　その他、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけ（いわゆる迷惑メール）
　や、携帯電話の着信履歴にかけ直しただけで高額な請求を受ける（いわゆるワン切
　り）の例などが目立っています。

（２）主な事例
　　　最近の相談の中から主なものを選び、その概要と消費者に対するアドバイスを別紙
　　に相談例（Ａ～Ｆ）としてまとめました。このような勧誘があった際には、十分な注
　　意が必要です。



　　　当省としては、引き続き、個別の相談に対して助言等を行うほか、主な事例につい
　　て、ポイントと消費者に対するアドバイスをホームページ上で公開することにより、消
　　費者に対する情報提供を充実していくこととしています。
　　　また、特定商取引法に違反する行為に対しては、引き続き厳正に対処していくこと
　　としています。

　何かお困りのことなどございましたら、経済産業局や経済産業省（本省）の消費者相談室

又は財団法人日本産業協会相談室までお気軽に御相談ください。

　※なお、個別企業についてのお問い合わせや裁判で係争中のものに関することについて

は、お答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

（経済産業省）

　　北海道経済産業局　　　　　　０１１－７０９－１７８５

　　東北経済産業局　　　　　　　０２２－２６１－３０１１

　　関東経済産業局　　　　　　　０４８－６０１－１２３９

　　中部経済産業局　　　　　　　０５２－９５１－２８３６

　　近畿経済産業局　　　　　　　０６－６９６６－６０２８

　　中国経済産業局　　　　　　　０８２－２２４－５６７３

　　四国経済産業局　　　　　　　０８７－８６１－３２３７

　　九州経済産業局　　　　　　　０９２－４８２－５４５８

　　沖縄総合事務局経済産業部　　０９８－８６２－４３７３

　　経済産業省（本省）　　　　　０３－３５０１－４６５７

（指定法人）

　　財団法人日本産業協会相談室　０３－３５０１－３３４４

※ 財団法人日本産業協会は、「特定商取引に関する法律」に基づく指定法人として、同

法に基づき申出をしようとする消費者の方などに対する助言を行っています。

○問い合わせ先

　　　経済産業省商務情報政策局商務流通グループ消費経済部

　　　　消費経済対策課消費者相談室　吉田、齋藤（０３－３５０１－４６５７）



（参考）

　　　　　　　　　　　　平成１３年度の消費者相談（確報）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消　費　者　相　談　処　理　件　数　表
                                                                  

事　　　　　　　　　項 平成１３年度件数（構成比）

契約関係   　８，３１６(73.9）

　割賦販売         ４１８( 3.7)

　前払割賦         ４９９( 4.4)

　訪問販売     １，７６２(15.7)

　通信販売     １，２２１(10.9)

ネット通販（電子商取引）         １６０( 1.4)

いわゆる迷惑メール         １２７( 1.1)

  電話勧誘販売 　  １，００２( 8.9)

  連鎖販売取引等         ４３２( 3.8)

  特定継続的役務提供         ７３７( 6.6)

  業務提供誘引販売取引         ５７５( 5.1)

  契約その他     １，６７０(14.8)

製品関係 　　１，０７９( 9.6)

  品質性能         ４２３( 3.8)

  安全性         １４１( 1.3)

  サービス         ３６０( 3.2)

  表示         １０２( 0.9）

  規格           ２５( 0.2）

  計量・価格           ２８( 0.2)

その他     １，８５４(16.5)

計   １１，２４９(100.0)
   （注） ⅰ）件数は、確報値です。

　　　　　ⅱ）「前払割賦」は、前払式割賦販売及び前払式特定取引に関する相談を指します。

          ⅲ）「いわゆる迷惑メール」とは、商業広告の電子メールによる一方的な送り付けのこと

             を指します。

          ⅳ)「契約その他」とは、主に、先物取引や特定継続的役務提供に該当しない役務に関す

             る相談等をいいます。

　    　 ⅴ）「その他」とは、当省の所管する法令又は物資に直接該当しない相談をいいます。



相談例Ａ　一人暮らしの高齢者を狙った住宅工事や設備の販売

１．勧誘事例

　　　一人暮らしの高齢な女性の自宅に見知らぬ事業者が訪れ、「近所で何軒かの家のシロ

　　アリ駆除をした。お宅も大丈夫か点検しましょう」と言われて、大事な家なのでもしも

　　の事があってはいけないと思い了承した。この事業者は、床下の点検をすると言って床

　　下の奥に入り、床下の写真をとってきて「シロアリの死骸がある」「柱が折れそうだ」

　　などと言うので不安になった。「息子に相談したい」と言ったが、事業者が今すぐ契約

　　しないと駄目だと言うのでやむを得ずシロアリの駆除と柱の補強工事を了承してしまっ

　　た。シロアリ駆除と補強工事が終わって、初めて金額を聞き、高いと思ったが、工事が

　　終わってしまっていたため、仕方なく代金を支払ってしまった。

◎ 高齢者や主婦を狙った訪問販売には、このような事例のほか、強引に屋根や外壁の

　修理や床下換気扇の取り付けを勧めたり、高額な浄水器や布団、掃除機などを販売す

　る事例も見られます。

２．ここに注意！

　高齢者は、とっさの判断力が乏しくなっていたり、体力的に若い人に比べて弱

かったりするため、悪質な訪問販売業者に狙われやすい状況にあります。住宅のリ

フォーム工事等の高額な契約は、一人で判断せず、ご家族やご近所の方などに相談

したり、契約に立ち合っていただくなど慎重な対応が必要です。また、一度契約を

してしまうと、購入者の名簿が出回り、次々と新たな契約を勧誘される可能性もあ

りますので、特に注意が必要です。

３．消費者の方々へのアドバイス

◎ 特定商取引法では、事業者が訪問販売を行うに当たり、申込みを受けた際に、商

　品または役務の対価、代金の支払時期、方法等について記載した書面を交付するこ

　とが義務づけられています。

◎　訪問販売で勧誘する際の次のような行為は、特定商取引法で禁止されています。

    ○  事実と異なることを言って勧誘すること。

　　○　長時間にわたって勧誘すること。

    ○　消費者を威迫して困惑させること。

　

    ◎　万一、契約をしてしまったら

      　訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受領してから８日以内であれ

　　　ば、工事が終わっていても損害賠償又は違約金の請求を受けることなく、書面によ

　　　りクーリング・オフ（契約の解除）ができます。クーリング･オフの結果、事業者



　　　は無償で原状に回復することが求められます。工事が終了してしまったからといっ

　　　てクーリング・オフができなくなるわけではありません。



相談例Ｂ　あなたが当選したので商品を取りに来るようにというハガキが届き、受け取りに

　　　　　行くとリゾート施設を安く利用できる等の特典のある会員権の契約をさせられた。

１．勧誘事例

 　   自宅に、Ａ社から「おめでとうございます。パソコンが当たりました。期間内に連絡

　　下さい」というハガキが届き、Ａ社に電話したところファミレスに呼び出された。実際

　　にパソコンはもらえることになったが、リゾート施設を安く利用できる等の特典のある

　　会員権を８０万円で購入するように長時間にわたり勧誘されたので、会員権をクレジッ

　　トで購入することにした。

　　　　

◎ このような事例のほか、宝石、ビデオ、絵画などの商品を販売する目的を告げずに、

　　　電話やダイレクトメールで呼び出すような事例も多く見られます。

２．ここに注意！

  身に覚えのないプレゼントの当選のハガキが届いたり、見知らぬ人からの電

話で呼び出しがあっても安易に連絡をとったり相手の指示する先に行かないこ

とが大事です。

　　◎万一、行ってしまったら

　商品の購入を勧められた場合には、自分に不要な商品であればきっぱりと断り、契約

はしないようにしましょう。また、帰りたいという意思を明確に相手に告げ、退去する

ようにしましょう。

３．消費者の方々へのアドバイス

◎ この事例の場合は、会員権の購入を勧誘をするためのものであることを告げずに呼

　び出していますので、特定商取引法の訪問販売（アポイントメントセールス）に該当

　します。したがって、契約書面を受領してから８日以内であれば書面によりクーリン

　グ・オフ（契約の解除）ができます。

◎ 契約の際、消費者が事業者に対し、勧誘を受けている場所から退去したいとの意思

　を表示したにもかかわらず、事業者が退去させないといった状況があった場合には、

　消費者契約法第４条第３項第２号に基づき、契約の取消しができる可能性があります。

　（ただし、この取消権は、①追認をすることができる時から６ケ月間、②契約締結の

　時から５年間のいずれか一方の期間の満了によって消滅しますので、注意して下さ

　い。）



相談例Ｃ　インターネット通信販売で購入したパソコンの返品に応じてもらえない。

１．勧誘事例

 　   インターネット通信販売の広告を見て、パソコンを注文した。自分のイメージしたも

　　のと違うので返品を申し出たが、購入してから１週間も経っていないのに、事業者が返

　　品に応じない。事業者のホームページには「自己都合による返品には一切応じませ

　　ん。」とは記載してあったが、クーリング・オフできないだろうか。

２．ここに注意！

　通信販売の場合、返品特約（返品についての当事者間における特別な合意）

があれば、返品特約に従った返品は可能ですが、それ以外は商品に瑕疵（傷や

欠陥）が無い限り、原則として返品はできません。

３．消費者の方々へのアドバイス

◎ 通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。事業者が定める返品特約が無

　い場合には原則として、契約の解除ができません。注文の前に返品特約の有無、内容

　をよく確認しましょう。

◎ 特定商取引法では、通信販売についての広告をしようとする事業者には、当該広告

　に必要表示事項（「販売価格」「送料」「その他の負担すべき金銭」「代金の支払い時

　期」「商品の引渡時期」「代金の支払方法」「返品特約（その特約が無い場合にはその

　旨）」「事業者の名称」「事業者の住所」「事業者の電話番号」「代表者氏名（又は通販

　業務担当者の氏名）」）を表示する義務があり、また誇大広告（著しく事実に相違する

　表示、実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような表示）が禁止されて

　います。これらを守っていない事業者とは取引しないよう十分に注意しましょう。



相談例Ｄ　電話勧誘の被害に遭わないように対処してくれるという勧誘。

１．勧誘事例

　　　数年前に、ある国家資格を取得するための通信講座の契約をした。支払いは完済して

　　いるが、最近になって以前契約したところと似たような名称の事業者から頻繁に資格に

　　関する勧誘の電話がかかってくるようになった。そのような電話勧誘に困っていたとこ

　　ろ、職場に、公的な機関であるかのような名称を用いて、「勧誘の電話がしつこく何回

　　もかかってきて困ることはありませんか。３万円で会員登録すれば今後、勧誘の電話が

　　かからないように情報を抹消してあげます。」と言われて３万円を支払ったが、勧誘の

　　電話は益々増える一方である。

◎ このように、あたかも公的な機関であるかのような名称を使ったりして、相手を信

　用させて契約を結ばせようとする事例が見られます。

２．ここに注意！

　国の機関がこうした勧誘に関与することはありません。

　事業者の言うことを鵜呑みにせず、不明な点はきちんと確認をし、納得できな

ければ、はっきりと断ることが必要です。

３．消費者の方々へのアドバイス

◎ 過去に公的資格を取得するための講座や教材などを購入をしたことがあると、事業

　者間で契約者の名簿が出回っていることがあり、数年後に別の事業者から契約をする

　義務があるなどと言って新たな契約の締結についての勧誘をされることがあります。

　このような販売方法は、資格商法の２次被害と呼ばれています。これは新たな契約の

　締結の勧誘であり、契約しなければならない義務はありません。不必要なものは、は

　っきりと断りましょう。

　　◎　しつこい勧誘に対しては、契約しないことをはっきり言いましょう。

　　　電話勧誘販売において、契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、再度

　　　勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。曖昧な返事はせず、はっきりと

　　　契約する意思がないことを伝えましょう。

◎ 早く電話を切りたいために「とりあえず資料だけでも送って下さい。」となどと安

　易に資料等を請求することは、事業者に氏名、住所、電話番号等を知らせることに

　なってしまいます。不必要な契約は、はっきり断ることが大事です。

◎ もし、実際に申し込んでいないにも関わらず契約書面や、商品の代金の請求が来た



　ら、事業者に対し契約していない旨を文書で通知するようにしましょう。この場合、

　書面をコピーした上で、配達記録付郵便や内容証明郵便で送るとより安心です。



相談例Ｅ　叙勲を受けられた方や公職にあった方などに対する名簿や記念品などの勧誘。

１．勧誘事例

 　   叙勲を受けられた方の自宅に、公的機関のような名称の事業者から「叙勲者の方は叙

　　勲者名簿を買っていただく必要があります。」という電話があり、叙勲者は必ず購入し

　　なければならないものだと思い、「はい」と返事をしたところ、後日、当該事業者から

　　契約書面と名簿が送られてきた。このような名簿は本当に購入しないといけないのか。

◎ このように、 叙勲を受けられた方や公職にあった方などを対象に叙勲者名簿や記

　念品などを購入するよう、電話やダイレクトメールで勧誘する事例が見られます。

◎ このほかにも、「叙勲者の方へ記念品を送らせていただきます。」という電話があり、

叙勲対象者全員に送られるものだと思い了承したところ、後日、記念品の代金を振

り込むよう請求する書面と記念品が送られてくるという事例もあります。

２．ここに注意！

  国、地方公共団体や公益法人と紛らわしい名称を用いた勧誘の例がみられま

すが、国、地方公共団体や公益法人で、叙勲に関連する名簿や記念品などの販

売事業を行っているところはありません。

３．消費者の方々へのアドバイス

◎ 叙勲者の名前が公表されると、電話やダイレクトメールなどによる多くの勧誘を受

けることがあります。このような勧誘があった場合には、その意図、目的、内容を

よく確認し、不必要であれば、曖昧な返事をせず、はっきりと断ることが大事です。

　　◎　電話で返事をしてしまった場合には

        冒頭の事例では、電話で「はい」と返事をした時点で契約が成立していると言われ

　　　る可能性があります。電話勧誘販売の場合には、契約の内容を記載した書面を受領し

　　　てから８日以内であれば、書面によりクーリング・オフ（契約の解除）ができます。

　　　　電話の意図、目的を確認して不必要な商品であれば断りましょう。

　　◎　注文していない商品がいきなり送りつけられてきた場合には

        注文をしていないのに、いきなり商品を送りつけ、商品代金を請求してくる販売

　　　方法を「送りつけ商法（ネガティブ・オプション）」といいます。

        このような場合には、できる限り商品を受け取らないようにしましょう。万一、送

　　　りつけられた商品を受け取ってしまい、販売業者が購入するように要求してきても、

　　　消費者が承諾しない限り、代金を支払う義務も商品を返送する義務もありません。こ



　　　のような場合には、商品が送付された日から起算して１４日（消費者が商品の引取り

　　　を販売業者に請求した場合には、請求した日から７日）を経過すると、その間に消費

　　　者が購入を承諾するか、販売業者が商品を引き取らない限り、販売業者は商品の返還

　　　を請求することができなくなりますので、消費者はその商品を自由に処分することが

　　　出来ます。



相談例Ｆ　パソコンと教材を購入して勉強し事業者の認定試験に合格すると旅行業務に関す

　　　　　る在宅ワークができると言われて契約したが、試験に合格できない。

１．勧誘事例

　　　Ａ事業者から自宅に「旅行会社の手書きの簡単な事務書類を書くだけで月７～８万円

　　の収入が必ずあり、パソコンを使った書類作成ができれば、より多くの収入が得られる

　　」という電話があり、在宅の仕事に興味があったので、資料を送ってもらった。

　　　資料によると、パソコンと５０万円の教材を購入して勉強し、Ａ社の認定する試験に

　　合格すると、提携している旅行代理店Ｂから仕事が紹介されるという仕組みになってい

　　た。試験は簡単で誰でもすぐに合格すると書かれていた。また、旅行をする人がいなく

　　なるということは絶対に無いので仕事は必ずあり、収入も保証されるとのことだったの

　　で、在宅の仕事がしたかったこと、報酬が高額であるという好条件に誘われてクレジッ

　　トで契約をした。その後、何度試験に挑戦しても合格できない。

◎ この事例のように、販売する商品や役務を利用する仕事を提供するので利益が得ら

れると言って勧誘し、商品を販売したり、サービスを受けさせる取引を業務提供誘

引販売取引といい、特定商取引法で規制されています。

２．ここに注意！

  仕事に就くために、仕事の提供やあっせんをする事業者から商品を購入しなけ

ればならないということは、常識的に考えにくいところです。また、最初に高額

な商品を購入しても、今後の収入があるのでクレジットでの返済も容易であると

思っても、実際には思っているような収益が得られず、返済が困難になることも

考えられます。契約に先立って、業務を実際に提供するとされている会社に詳し

い説明を求めたり、ホームページで当該事業者の情報を点検するなど、よく注意

して、慎重に対応することが必要です。

◎ また、合格率、合格者数、仕事量、平均収入などは資料をもらって良く確認しま

　しょう。

　

消費者の方々へのアドバイス

◎ クレジット契約をしようとする際に、信販会社は、加盟店が業務提供誘引販売取

　引業を一部でも行っている場合には、業務提供誘引販売取引に該当するか否かを確

　認するため、消費者に対する本人確認に際し、「販売契約（又は役務の提供契約）

　の締結に際して、仕事が提供される、または、仕事があっせんされるという勧誘は

　ありませんでしたか」、「提供またはあっせんされた仕事の報酬で商品の代金を支

　払うおつもりはありませんか」と明示的に聞いて確認することが求められています。

　信販会社には、販売業者から受けた勧誘の内容や受領したパンフレットなどの内容



　を出来る限り詳しく説明するようにしましょう。

　　

　　◎　万一契約をしてしまったら・・・

　  　　業務提供誘引販売取引の場合には、事業者から契約内容を記載した書面を受け

　　　取った日から２０日以内に書面によりクーリング・オフ（契約の解除）ができます。



【クーリング・オフの通知書面の書き方　例１】契約書面受領後（契約の解除）
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【クーリング・オフの通知書面の書き方　例２】契約書面受領前（申込みの撤回）
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